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広告主のほうが立 証 せ よ

ー スウェーデン・消費者保護政策の特色一

"Reversed Burden of Proof" 

一-AFeature of the Swedish Consumer Policy一一一

消費者保護にかかわるスウェーデンの法律の原

則は明快だ。売り手は、商品サービスについての

重要な情報を完全正確に消費者に伝え、買い手に

「何をいくらで」買う、と納得して買ってもらわ

p なければならなし、。この要件を充たさない販売や

マーケテイング活動は、違法だ。

従って、例えば、強引に甘い言葉で契約に引き

ずり込む悪徳商法や「ピラミッド販売J 1"料理講

習 パーテイのはずが調理器具の押し売り」とい

ったような売り方はもちろん、 「お楽しみ福袋」

「大奮発おマケっきJ 1"コミにして大激安!Jと

いう売り方、広告のしかたも「違法」だ、。

これら 「違法」は、客観的に違法状態があれば

足 り、故意・過失を必要としない。

例えば「激安!Jと広告するからには、本当に

激安であるという一定の基準(消費者庁のガイド

ライン〉を充たしていることが要求され、その立

証責任が広告主側に課される。

「あなたの記憶力は倍増J 1"必ずメキメキ上達」

「グングン背が伸びる」といった類の例について

も同様だ。 広告した企業は、消費者オンブズマン

もし くは市場裁判所に対して、ほんとうにグング

ン背が伸びることを証明して見せなければならな

い。証明できなければ、即ち違法。即座にその広

告を改めるか、やめるか、巨額の罰金を払うか、

だ(マーケテイング法第2条、同付属文書〕。

即時中止命令を重視する理由も明快だ。とりあ

えず、即刻やめさせておかないと同種の被害が続

理事 nuH吋
u
柑
け 憲三郎見

Mr， Kenzaburo Siomi， Director 

発するからだO 被害者が裁判所に訴え出て「器具

を買って使ってみたが効き目がなく、損をした」

と立証を試みているあいだ、手をこまねいて待つ

てはいられなし、。この種の消費者の被害には、と

にかく早く、未然防止の手をうたなければならな

い。それには、まず広告主に立証させるのが早道

だ。それに、広告主側はノウハウ、資金力、組織

力の点で市場では強い立場に立っているのだから、

一人の消費者に被害の立証を求めるよりも、企業

側に挙証責任を転換する (reversed burden of 

proof)ほうが社会的公平の原理にもかなう。

タバコは「美味い、爽やか、安らぎ」とだけ強

調した広告も、害悪という「消費者にとって重要

な情報を欠落J (同第 3条〉していると判断され、

違法。即時中止命令の対象となる。

例えば「カニ風缶詰」といったアイマイな表示

(同第6条〕、スタンプ・会員券の類と引き換え

にもとの商品と無関係な景品を進呈すること〔同

第 7条〉、もとの商品と無関係なおマケをつける

こと(同第8条〉は、刑事罰の対象となる。ただ

し、微罪の場合は起訴は猶予される。
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人 種差別に挑む

一一スウェーデンの不屈の移民政策一一一

Swedish Immigration Policy 

人種差別オンブズマンのピーター・ノベル博士

が7月15日、ストックホルムの旧市街リツダーホ

ノレメンに庖聞きして 5カ月になる。

「われわれ四人の外国人だけが、なぜ警備の厳

しい独房に入れられているのかJ (ノリレ刑務所の

服役者〉

「スワェーデンの役所は、なぜスワェーデン語

で書いた書類しか受け取らないのかJ (ラテンア

メリカ人〉

「レストランで客から侮辱されたJ (四人のユ

ダヤ人女性〕

それは「人種差別のせい」と彼らは考え、オン

ブズマン(護民官〉に訴え出たので、ある。既に三

十数件のご事件ミをかかえ、裁判官出身のノベノレ

さんはその都度関係者を呼び出し、現場へ足を運

び事実を確かめるのに忙がしい。

消費者オンブズマン、公正取引オンブズマン、

新聞オンブズマンなどスウェーデン伝統のオンブ

ズマン制度は、市民が自らの手で市民の基本的人

権の侵害を監視し、排除するためにつくられたも

のである。

毎日新聞編集委員 原 岡リ
E在r. Takeshi 1王ara

ナチス・ドイツの迫害を逃れて世界中から亡命者、

難民が逃れこんできた。そして、戦後は経済好調

のスウェーデンに職を求めてユーゴスラピア、ギ

リシア、 トルコなどからおよそ10万人の労働移民

が入ってきた。

ここまでは、スウェーデン社会は移民とうまく

折れあってきたO しかし、1970年代から後は、血

なまぐさい国際情勢そのままに、クーデター、戦

乱を逃れてチリ、アノレゼンチン、イラク、イラン、

ベトナム、レパノンなどから難民と政治亡命者が

殺到し事態はかげりを帯びてきた。

ストックホノレムのユールゴノレデン島にある北欧

民族博物館の入ってすぐ左側に近代スウェーデン

史のコーナーが設けられてある。いまアメリカへ

旅立とうとしている一家の家財道具一式をおさめ

たものであろう、頑丈でつつましい樫の木の箱が

5つ、波止場に並ぶ光景がそこに現われていて、

なぜか見る者の心をうつ。かつて貧しさから人口

の半分近くがアメリカへ移住していった経験をも

っスウェーデンは、どの時代にも移民、難民の境

遇に理解と同情を寄せてきた。

だが、スウェーデン総人口 835万人の 8分の l、

新生児の 4分の lが移民、難民とその子孫に占め

られるようになったいま、さまざまな社会問題が

同

とりわけ人種差別オンブズマンは、スウェーデ

ン人による外国人への差別を防せごうと、故パノレ

メ首相が暗殺される直前に国会へ提案、賛成247、

反対71票で設置が決まった異色のオンブズマンで

ある。

噴き出してきた。 同 静

移民や難民であること、人種、宗教、言葉の違

いなどから差別されたと考える人は、誰でもオン

ブズマンに訴えでることができる。そこで、例え

ば雇用をめぐる差別が事実であるとオンブズマン

により認められたり 、あるいは会社への採用、賃

金、職場での昇進などに差別をつけたと判断され

た場合、経営者は罰金か最高一年の刑に処せられ

る。

もともとスウェーデン人は、北方ゲノレマン系と

ごく少数の遊牧民ラップ人とからなる同質性の高

い民族グノレーフ。で、ある。

だが、中立国スウェーデンに、第二次大戦中は
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一般的に言って学歴が低く、手に技術を持たな

い移民は、若年労働者の失業が大きな社会問題と

なっているスウェーデンに、一層むずかしい雇用

問題をもたらした。経済が拡大していればそれも

吸収され得るのであろうが、好調とはいえ、スワ

ェーデン経済はしとま再編成、合理化の時期にあり、

雇用の創出力はさほど強くなし、。ストックホノレム

の住宅難は、相当なものであるが、移民の住居づ

くりもまた財政に負担を5郎、ることとなっている。

首都郊外のリンクビイの街などはイスラムやラテ

ンの言葉が渦巻く、ひとつの巨大な“非スウェー

デン人街"となれいまもアパート街区のあちこ

ちにクレーンが林立し移民住宅の建設が続けられ



ている。高い税金を払って住宅難に苦しんでいる

市民の視線には複雑なものがあるようだ。神も言

葉も違う人たちである。そして、新大陸と異なり、

元来が同一民族社会のスウェーデンである。風俗

習慣の違う 外来の人々がスウ ェーデン社会に背を

向けがちになるのも自然な成り行きなのかもしれ

ない。スウェーデン人の倶リにも、 レストランなど

で人種差別的な雰囲気がうかがえる。若者同土の

衝突、 「スウェーデン人のスワェーデン」を叫ぶ

右翼結社の動きなどに、移民、難民に寛大なスウ

ェーデンも警戒を強めている。とりわけ亡命者、

難民が自圏内の政治的な対立をスウェーデンに持

ちこみ、そこでひき起こす政治色の濃い事件にス

ウェーデン政府は神経をとがらせている。

一例が「クノレド民族労働党J (PKK)のスウ

ェーデン亡命グループである。トノレコ、イラン、

イラクの三国にまたがるクノレディスタン地方の独

立を叫ぶ党の活動家たちは、本国で身の危険を感

じると政治亡命者に寛大なスウェーデンへ逃がれ

てきて活動を続けている。

スウェーデン政府の対イラン、イラク、 トノレコ

外交を、ときには「独立運動潰しに手を貸すもの

だ」と批判、仲間内でのトラブノレからスウェーデ

ン園内で殺人事件をひき起こしている。公安警察

は極左テロリスト集団と分析し、故バノレメ首相に

身辺へ気をつけるよう警告していたと いわれる。

パノレメ首相の暗殺 (2月28日〉直後に PKKの

メンパーが捜査線上に浮かび、家宅捜索、党員の

事情聴取が行なわれ、複数のメンパーの電話盗聴、

尾行が続けられてきた。 PKKは事件とまったく

関係がない、と繰り返えし抗議している。だが事

件のすぐあとで移民、難民、亡命者たちがストッ

クホノレムのセノレグノレストーリ広場に集い「パノレメ

追悼Jの大集会を聞いたのも、事件の展開次第で

はスウェーデンの伝統社会を新参加者である移民

との聞のあつれきが高まりかねないことを恐れる

危機感の裏返えしの表現であったと いえよう 。

さらに最近で、はパスポートやピザを偽造し 100

万円ほどの たプレミアムミつきで東西ドイツを経

由させ、移民、難民をスウェーデンへ送りこむ

“旅行代理屈"が暗躍するにし、たり、さしものス

ウェーデン人も警戒を強めている。政府が定めた

年聞の受け入れ枠1，250人に対し、 この 3年聞は

平均して 1万 2，000人に門戸を聞いてきた。今年

は特にイランから徴兵逃れの移住希望者が多く、

スウェーデンへの移住、亡命、難民扱いを希望す

る外来者の総数は、すでに二万人を越えたとみら

れる。入国管理は厳しくなる一方で、アーランダ

国際空港やデンマーク航路、東西ドイツ との航路

のターミナノレ港のチェックは徹底している。そこ

で、国外へ退去を命ぜられるのを防ごうと、パス

ポートを捨てて乗りこんでくる外国人も目立ち、

人道にもとる扱いを好まないスウェーデン当局を

悩ませている。

だが、スウェーデン政府はこの事態にひるまず、

国際的ににも平和の連帯を試み、聞かれた社会で

あり続けようと力を尽くしている。新たにつくら

れた人種差別オンブャズマンには、混乱する事態に

屈することなく、最前線で人種差別に挑もうとす

るこの社会の積極的な姿勢があらわれている。一

方で司法当局は続発する事件にたまりかね、三カ

月以上スウェーデンに滞在する外国人に指紋、写

真の登録を求める法案をつくったが、国会は万場

一致でこの法案を否決した。

スウェーデンの移民政策はきわめてユニークで

ある。母国語に習熟せずに知性と感情の発達は望

めないと、移民、難民に小学校から成入学校まで、

出身国の母国語を週に最低二時間学ばせている。

母国へ帰ろうと思い立った日に、民族の個性(ア

イデンテイティ〉を失なっていないように、との

配慮でもある。外語大学はマケドニア語からセノレ

ボクロアティア語にいたる九つの特別な教員養成

学科を設けている。

三年間スウェーデンに住めば、国籍を問わず市

町村と県会議員の選挙権、被選挙権が1975年から

認められている。

1982年の選挙では外国生まれの議員が市町村議

会<MunicipalCouncils>に合計528人、県のレ

ベノレ<County>で54人選ばれた。たいがし、はス

ウェーデン人と結婚しているのが特長である。こ

れらの市町村議員の出生国で最も多いのがフィン

ランドの 272人、次いでデンマーク 60人、ノノレウ

ェイ54入、西ドイツ49入、ユーゴスラピア10人、

ギリシア 8人となっている。所属政党は社会民主

党と共産党の社会主義グノレープが圧倒的に多く、

市町村議会議員 528人のうちの 379人が社会主義

政党に所属している。

議会委員会は1984年の答申で、北欧諸国の国籍

をもってスワェーデンで長期間暮らしている人々

にも国会議員の選挙権を与えるべきである、とし
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「竺「

た。だが保守各党は強硬に反対し、社会民主党政

府も、結局は法案改正を見合わさざるをえなかっ

た。ともあれ、こうして地方議会の議員選挙権を

認められている外国生まれの、移民、難民起源の

日本列島国の某首相のように、他国の移民、難

民の窮状を指してその社会の「遅れた部分」など

と断じ、こ ともあろうに日本社会の “優秀吉'と

比較してあげつらうが如き、貧困なるステーツマ

ンシツプ、 日本の政治の著しい後進性を、われわ

れはスクェーデンの試行錯誤のダイナミツクな行

き方とくらべ、自省し学ぶべきときではないだろ

“スウェーデン人"の国籍はおよそ 100カ国に達

している。日本の閉鎖的な現状を顧ると 、政治感

覚の国際的な錬度のちがし、とでもいうべき、強烈

な落差を感じる。 うか。

|ニュース l
駐日スウェーデン大使および

大使館報道官のご交替

このほど、駐 日スウェーデン大使、大使館報道官および同経済担当参事官が交替されまし

た。 (61年9月〉

前駐日大使グンナノレ ・ニコラウス ・ノレーネウス閣下の後任には、 前スウェーデン貿易公団

(the Swedish Trade Council)副総裁のワーベ・へイマン (Mr.Ove Heyman)氏が、前

報道官マグヌス ・ノレパック氏の後任には、タンザ、ニア在勤であったアニータ ・ネースストロム

(Mrs. Anita Nasstrom)氏が、経済担当参事官には、新報道官の夫君のアンドレアス・エ

ークマ ン (Mi. Andreas Ekman)氏が就任されたO

当研究所といたしましては、新大使はじめ皆様のご着任を歓迎申し上げ、今後のご指導をお

願L、し、たしますと共に、前大使および前報道官方より賜りました長年に亘るご後援に対し、心

より御礼を申し上げる次第であります。

|研究会報告 |

幼 児保 育問題研究会

去る11月7日、当研究所会議室において、過般実施された北欧幼児保育調査視察団の団長を勤められ

た埼玉県立衛生短期大学の荒井測先生により 、上記の視察の結果報告を兼ね、スウェーデンにおける家

庭福祉の中での保育所の役割、環境ならびに保育の内容について講話が行われた。

その講話では、保育所の施設ならびに異年令児童によるグノレープ編成など家庭の延長とも云うべき環

境作り、幼児保育に対する園、地方自治体ならびに親の職場における雇用主の配慮など、スウェーデン

の注目すべき施策の特徴について解説が行われ、スライドの映写も加え、極めて示唆に富んだ研究会で

あった。

<SIPニュース〉

本年度のスウェーデンの難民定員、変わらず

スウェー デン政府の最近の決定によると、 スウェーデンは 1986/87財政年度もこれまでと同じ数、

1，250人の難民を受け入れる予定である。受け入れ難民は、国連難民高等弁務官事務所が、最も切迫し

た移住の必要があると判断した2万5，000人の中から選ばれる。

難民は、主として、中東と南米か ら受け入れられるが、東南アジアやヨーロ ツパの難民も受け入れら

れる。また、約50名の障害者が、受け入れ定員のわく組内で認められている。

現行の財政年度においては、受け入れ定員をやや上回る 1，292人の難民がスワェーデンに受け入れら
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れた。スウェーデン移民局は春季に入国のために多くの中国系ベトナム人とイラン人を選抜した。

環境に起因する健康への危険を早期に警告する新制度

スウェーデン環境保護庁は、此の程、環境に起因する健康への悪影響に対する全国的な早期警告制度

の制定に関する研究に高度の優先権を与えることを決定した。同プロジェクトは、報告書の中で提案さ

れたもので、環境汚染に起因する一連の住民への悪影響を調べて、それらが重大な健康上の問題をひき

起す前にこの種の危険を見つけ出すことのできる制度を規定しようというものである。研究委員会は、

5カ年に亘って推進される同プロジェクトのために、 1986/87財政年度に80万クローナ(1， 840万円〉

をイヤーマークしている。

同プロジェクトは、合法の汚染水準やそれに関連した健康への悪影響に関する今日の決定を特徴づけ

ている極度のあいまいさに対する解答であるといわれている。なお、一層の情報が要求されている三つ

の重要な分野とは次の通りである一一

1. 低レベルの環境汚染の健康への影響

2. 口市息やアレルギー患者のような敏感な集団の識別と特徴づけ

3 汚染物質問並びに健康への影響聞の相互作用

研究は、環境の作用に関する 「外的なレベル」の測定というよりむしろ 「内的」もしくは生物学上重

大な汚染物質服用量の測定といったことに的が絞られる予定である。また、既知の汚染物質の健康への

まだ知られていない影響や原因がまだよくわからない健康上の問題は汚染物質が関与している可能性を

決定する努力がはらわれるとし、う。

ストックホルム会議、ヨーロッパの信頼醸成及び安保のための規定を採択

視察及び通告と武力不行使のための一連の方策

去る 9月22日、スウェーデンの首都ストックホノレムにおいて、 35カ国参加のヨーロツノξの信頼及ひ、安

保醸成措置と軍縮に関するストックホノレム会議が、厳粛な雰囲気のうちに閉幕した。 9月19日付の同会

議の最終文書には、軍事活動に関する誤解や誤算による武力闘争の危険を減じるために案出された一連

の措置が盛り込まれている。参加各国は、 1975年の安保と協力に関するへノレシンキ会議の最終文書にお

ける当該目標を再確認し、信頼醸成の続行、軍事的対立の削減、全体の安保強化に対するその決意を明

らかにしたO

最終文書で、参加各国アノレパニアを除く全ヨーロツパ諸国、米園、カナダは、へノレシンキ宣言で、規定

されたように、カの行使あるいは脅迫を慎むとし、う原則を尊重L、実行に移すというその公約の再確認

を行なっている、参加国は、また、武力攻撃の場合の個別または共同の自己防衛に関する生得権に言及

してあらゆる他の国々にその統治権の十分な行伎を放棄させるという目的のためにいかなる武力の顕示

. をも差し控えるという旨の宣言を行なった。参加各国は、また紛争の平和的解決のために、それらの国

々が自由に行使できる方法の強化と改善の必要性を強調している。

また、同文書の武力行使に関する章においては、匡際関係におけるテロリズムに対抗、予防するため

の断固たる措置並びに、各国の領土がテロ活動の準備や組織、実行に利用されるのを防止するための対

策を講ずる必要性が強調されている。

特定の軍事活動の事前通告の件に関して、最終文書は、少なくとも 1万 3，000人の兵員や予備軍、ま

たは少なくとも 200台の戦車を含む軍事活動を行なう場合は、それを開始する42日以上前に、他の全て

の参加国に、書面の形で通告することを要求している。なお、空軍が参加し、ヘリコプターを除く航空

機の出撃回数が 200回を超すことが予想される場合も通告の対象となるo またよ少なくとも 3，000人の

兵員の水陸からの上陸やパラシユートによる降下を含む軍事活動についても同様である。さらに、軍事

活動で利用する大砲やロケット弾発射砲の数も通告の義務がある。

参加各国は、また、兵員が 1方 7，000人を超す地上軍の軍事演習や兵員 5，000人を超える水陸からの

上陸及ひ、パラシュート降下演習の際の、他国の査察を認めるという点で合意しているoオブザーパー各

国につき 2名まで認められ、彼らが地上及び空中からの視察を行なう際は、地図その他の便宜がはから

れる。また、演習主催国は、事前通告済みの軍事活動実施地域まで、オブザーパーを送り迎えする。た
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だし、主催国は、立入禁止の場所や設備あるいは防衛施設の査察を許可する必要はない。査察用の航空

機は査察固と査察受け入れ国の相互合意により選ばれる。

最終文書はまた、参加各国が毎年11月15日までに通告義務のある軍事活動の年間予定を送るよう規定

しており、参加各国は、その中に、予定する軍事活動を時期のはやい順に列記し、演習の種類、名称、

大体の特徴と目的、継続期間、兵員数等を記入せねばならない。

ストックホノレム会議の最後の全体会議における演説で、スウェーデンのステーン・アンデション外相

(Foreign Minister Sten Andersson) は、次のように述べた。 一一一「スウェーデン政府は、此の度の

会議の成果に満足している。同会議は国際情勢の改善に貢献し、そこで得られた成果は、他のフォーラ

ムにおける軍縮交渉にも有益な成果を与えるものと思われる。」一一
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